
冬　期　合　計

（10月～4月）暖房費含む

（5月～9月） 　暖房費：8,250円

1 1，500，00０円 以下 10,000 44,500 21,000 75,500 83,750

2 1，500，00１円 ～ 1，600，000円 13,000 　　　〃 　　　〃 78,500 86,750

3 1，600，00１円 ～ 1，700，000円 16,000 　　　〃 　　　〃 81,500 89,750

4 1，700，00１円 ～ 1，800，000円 19,000 　　　〃 　　　〃 84,500 92,750

5 1，800，00１円 ～ 1，900，000円 22,000 　　　〃 　　　〃 87,500 95,750

6 1，900，00１円 ～ 2，000，000円 25,000 　　　〃 　　　〃 90,500 98,750

7 2，000，00１円 ～ 2，100，000円 30,000 　　　〃 　　　〃 95,500 103,750

8 2，100，00１円 ～ 2，200，000円 35,000 　　　〃 　　　〃 100,500 108,750

9 2，200，00１円 ～ 2，300，000円 40,000 　　　〃 　　　〃 105,500 113,750

10 2，300，00１円 ～ 2，400，000円 45,000 　　　〃 　　　〃 110,500 118,750

11 2，400，00１円 ～ 2，500，000円 52,000 　　　〃 　　　〃 117,500 125,750

12 2，500，00１円 ～ 2，600，000円 59,000 　　　〃 　　　〃 124,500 132,750

13 2，600，00１円 ～ 2，700，000円 66,000 　　　〃 　　　〃 131,500 139,750

14 2，700，00１円 ～ 2，800，000円 73,000 　　　〃 　　　〃 138,500 146,750

15 2，800，00１円 ～ 2，900，000円 80,000 　　　〃 　　　〃 145,500 153,750

16 2，900，00１円 ～ 3，000，000円 87,000 　　　〃 　　　〃 152,500 160,750

17 3，000，00１円 ～ 3，100，000円 91,000 　　　〃 　　　〃 156,500 164,750

18 3，100，00１円 以上 　 91,000 　　　〃 　　　〃 156,500 164,750

　　　夫婦で一人用居室を２室利用している一人については、月額２０，０００円とする。

　　（生活費の減額）

　４．　食事を欠食した時は、下記食事代を生活費の中から減額する。

    　　　（朝食　１９０円、昼食　２６０円、夕食　２８０円）

　５．　デイサービスを利用したときは、昼食代(２６０円）を減額する。

　２．　夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の２分の１を

　　　各々の対象収入とし、その額が１５０万円以下に該当する場合の夫婦各々の事務費について

　　　は、上記の額から３０％減額した額を本人の事務費とする。この場合１００円未満は切り捨

　　　てとする。

　　（管理費の減額）

　３．　夫婦用居室の一人については、月額１９，０００円とする。

　居室内の電気料金・電話通話料金は、各個人の負担となります。

＜備　考＞   

　    （対象収入）

　１．「対象収入」とは、前年の収入から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の　　

　　　収入をいう。

　　（事務費の減額）

令和２年度　ケアハウスほなみ利用料金表 (月額/１人当たり)

 区分 対　　象　　収　　入 事　務　費 生　活　費 管　理　費
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